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第５．留守家庭児童会について 

 

【参考】検証報告書（５ 留守家庭児童会） 

留守家庭児童会では、子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整

え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、子ど

もの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造

性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図っています。 

このような子ども自身への支援と同時に、保護者と密接に連携することで子育てと仕事

等を両立できるように支援するとともに、学校等の関係機関と連携を図りながら家庭での

子育てを支援する役割を担っていることを踏まえて、そのあり方について検討する必要が

あります。 

 

 

 

１．留守家庭児童会の概要 

（１）設置目的 

児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、放課後児童健全育成事

業として、保護者が労働等の事由により昼間家庭にいない児童に対し、

適切な遊び及び生活指導の場を提供し、もってその児童の健全な育成を

図ることを目的として設置しています。 

 

（２）沿革 
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（３）施設概要 

 

 

【表 1-①】「留守家庭児童会の施設概要」 

 

 

（４）入会状況 

 

【表 1-②】「留守家庭児童会の入会状況」  （令和 5 年 5 月１日時点） 
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２．入会児童数等の推移 

（１）小学校在籍児童数・入会児童数・入会率等の推移（平成 28 年度～令和 5 年度） 
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（２）支援員等（※）の在籍状況の推移 
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【表 2-⑨】 

 

 

３．入会児童数等の推計 

（１）入会児童数の推計（令和４年度から令和９年度まで） 

 

【表 3-①】 

 

 

（２）入会児童数の推移（令和１０年度以降） 
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【表 3-②】【推計１】１～５歳児の平均値を翌年以降も採用（減少率 0％） 

 

 

【表 3-③】【推計２】１～５歳児の平均値に学校別減少率×50％を考慮 

 

 

【表 3-④】【推計３】１～５歳児の平均値に学校別減少率を考慮 

 


